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研究成果の概要（和文）：本研究課題は、グローバル立憲主義の形成の過程で日本憲法研究が寄与しうる点を見
出すことにあった。そこで、世界に寄与し得る日本憲法研究の論点を検討しつつ、諸外国の日本憲法研究の状況
を確認した。本研究では、世界各国で日本憲法研究への関心は高まりつつも、いくつかの理由から、各国の法学
理論における影響力は今なお弱いことがわかった。他方、外国では日本憲法研究の情報が不足しており、英語な
どによる、日本からの発信が重要なことが再確認された（本研究では、日本憲法研究に関する情報発信を心がけ
た）。そうしたなか、日本に固有の問題を紹介するだけでなく、諸外国と日本との共通の課題の発信も重要であ
ることがわかった。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to identify points in which Japanese 
constitutional studies contribute to the process of shaping global constitutionalism. Therefore, we 
examined the issues of them and reviewed the status of Japanese constitutional studies in other 
countries. This study found that, although the interest in Japanese constitutional law research is 
growing worldwide, its influence on legal theory in various countries is still not great because of 
some reasons. On the other hand, there is a lack of sufficient information on Japanese studies in 
other countries, and we reaffirmed the importance of disseminating information from Japan in English
 or any other languages (In this task, we tried to write some documents on the study of Japanese 
constitutional law that would be useful in other countries by using foreign languages). We also 
found it important not only to introduce issues specific to Japan, but also to discuss issues that 
are common to both Japan and other countries.

研究分野： 憲法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　従前の日本憲法学では、海外の憲法とその運用に関する情報や理論を一方的に日本に持ち込み検証をすること
が多く、日本の憲法やその運用に関する議論は海外でどのように寄与できるのかといった視点はあまり重視され
てこなかったように思われる。これに対して本研究は、その点に意識的に取り組み、海外における日本憲法研究
の状況調査や日本憲法研究に関する外国語での発信をし、国内外に一定のインパクトを与えたといえる。こうし
たことから、従前の研究手法との比較においてオリジナルな取組みをするなかで、日本憲法（論）に関するグロ
ーバルな可能性を切り開くことができた点について、一定の学術的意義や社会的意義があると考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 本研究課題は「日本憲法研究の国際比較―グローバル立憲主義の形成における日本憲法の寄
与可能性」とするタイトルのもとで遂行された。本研究を開始した当初には、次のような背景が
あった。 
 
（１）グローバル化の中における憲法学のあり方 
第 1 に、グローバル化により、世界あるいは日本における社会科学のあり方が、大きな変化の

時期を迎えているといった時代状況があった。そうしたなかで、憲法学をめぐっても、自国内に
おける対話だけではなく、世界的に対話を広げる必要性があることが指摘される状況になって
きていた。さらに、日本がこれまで重視してきたような欧米諸国との間での比較憲法（学）に留
まらず、広範な国々を対象とする比較憲法（学）が、世界レベルで増加していることにも注目し
なければならなくなった。 
 
（２）日本憲法学のこれまでとこれから 
第２に、グローバル化の中の日本憲法学が、今後、どのような方向に向かうことが望まれるの

か、そして、従前の日本憲法学の方法論には、どのような限界があるのか、といったことを確認
することが重要であるとの認識が深まりつつあった。日本では、憲法（学）の模範が、これまで
特に欧米諸国に求められてきており、それらの国々から学び取った諸価値が多面にわたって継
承されながら、他方で、日本独自の「混合憲法」的秩序が形成されてきたといえる。そして、そ
うした現象自体、世界的にも注目を持たれる可能性を秘めているはずであった。しかし、そうし
た事情が、十分、世界的に知られているとは言い難いようにも思われるなかで、本研究課題の研
究代表者と研究分担者は、日本における憲法研究者もまた、①諸外国における日本憲法研究の位
置づけを改めて知ること、そして、②グローバルな立憲主義の形成の過程に一定の寄与を果たす
ため、その可能性を探ること、がそれぞれ必要ではないか、と考えるに至った。 
とはいえ、従前の研究では、それらのことが十分に実践されてきたのかどうかは、やや心もと

ない部分があった。その原因として主にふたつのことが考えられた。 
ひとつとして、特に欧米諸国では、日本の憲法や政治などへの興味・関心は、「理論」面より

も「地域」面に向けられており、フラットな憲法理論の相互参照は、十分に顧みられなかったよ
うに感じられる状況が見られたからである。もうひとつとして、日本側の問題として、日本国内
の憲法研究では、欧米諸国を中心とする外国憲法研究を実施する際に、その成果を国内の研究者
向けに発信する、片務的理論構築が中心となってきており、日本における憲法研究自体、諸外国
において影響を与える可能性があることについて、十分な関心を向けてこなかったという事情
があったからである。 
 
（３）世界における日本憲法（学）のこれから 
第３に、以上の事情もありながらも、近年では日本国内でも、グローバルな視点からの国内規

範形成への関心も強くなってきていることが重要である。また、欧米諸国などの研究者が、日本
を含む非欧米諸国の法・政治に関する理論や実践に、少しずつ関心を向ける状況も見られること
も、様々な学術的海外交流を通じて確認されてきている。そうしたことをふまえて、日本憲法学
でも、国内で完結する従前型の憲法学から、アウトバウンドを意識した研究スタイルへの転換を、
部分的であったとしても図ることによって、世界において日本（憲法）研究が寄与する可能性を
高めることができるのではないか、といった問題意識に基づく課題の設定をするに至った。 
  
２．研究の目的 
 
 本研究課題の研究代表者と分担研究者は、それ以前に、諸外国における日本憲法研究状況調査
を目的として実施された科研費・基盤研究 C「欧米諸国における日本憲法研究をめぐる憲法学的
検証」（平成 25～27 年度）〔研究代表者：新井誠〕に基づく研究を実施してきている。本研究課
題も、まずはそこから着想を得たものであり、本研究課題によって従前の研究をさらに発展的に
継承しようと考えたものであったといえる。そこで、従前の研究課題を実施するなかで見えてき
たいくつかの課題をふまえつつ、本研究課題では、次のような目標を立てて研究を遂行した。 
 まず、各国における日本憲法研究の状況をさらに深く観察し、各国における日本の法や政治へ
の興味関心の対象などを確認しながら、各国間における日本研究をめぐる差異などについて検
証することが目指された。 
次に、諸外国における日本憲法学へのアプローチの仕方につき、日本側による積極的な研究発

信を通じて、一定程度の変換ができるのかどうかについて検討していく、といった目標もあった。 
そして、特に欧米諸国の理論に関する片務的分析が主眼に置かれてきた日本憲法学の現況を

反省しつつ、アジア諸国の観察を含む広範な比較憲法の可能性をひらきながら、従前の言語的障
壁を超えた、国家間のフラットな参照手法について開拓していきたいと考えていた。 



 
３．研究の方法 
 
 以上の研究目的を達成するため、かつての科研費課題である「欧米諸国における日本憲法研究
をめぐる憲法学的検証」で実施してきた研究活動をさらに継続的かつ発展的に進め、本研究課題
の下では、主に次のような研究方法を採りながら、研究活動を展開してきた。 
 
（１）研究代表者・研究分担者による各自の分担に沿った研究 
 まずは、研究代表者・研究分担者に割り当てられた役務に従い、各自の研究分担に沿った研究
活動を行ってきた。たとえば、図書館などで日本憲法研究に関する資料を調査しつつ、一定の研
究調査の成果が整った段階において、各研究者が、国内外の学会、研究会等において研究報告を
行ってきた。研究代表者及び研究分担者のうち、その数名は、国際色のある学会・研究会におい
て、英語その他の外国語を用いながら、研究報告（「学会発表」欄の 2017 年、2018 年、2019 年
分を参照。）をしたことで、外国の研究者に向けた日本憲法研究の情報発信自体を行うことがで
きた。これらによって、グローバルな立憲主義の形成過程において、世界の研究者や実務家が日
本憲法研究を参照する契機となるような活動が、一定レベルで、できたと考えられる。その他に
も、日本語報告でありながら、通訳を介して、日本憲法研究に関する国際的対話をできたケース
（「学会発表」欄の 2019 年分を参照。）もあり、同様に、海外への日本憲法研究への寄与ができ
たと思われる。なお、海外に向けた報告に限らず、国内で行われた学会や研究会において、本研
究課題に関連する研究報告が見られたことも示しておきたい（たとえば「学会発表」欄の 2017
年、2018 年などの分を参照）。 
 
（２）面会調査・研究に関する懇談などの実施 
本研究課題の研究期間においては、研究代表者・研究分担者（の一部）が、海外に出向き、面

会調査などを通じて、かの地の日本研究の具体的状況などを知ることができた。たとえば、フラ
ンスでは、東洋関係の資料を収集する図書館に務める日本人職員との面談をし、当該図書館にお
ける日本（憲法）研究関連書籍の収集方法などに関するヒアリングを実施した。その他、フラン
ス人の日本政治研究者との面談をし、専門的な情報提供を受けた（以上のふたつは、2018 年度
に実施）。 
また、同様のことは日本国内でも実施している。具体的には、例えば、フランスで研究活動を

しているオーストリア出身の著名な公法学者の来日にあたり、本研究課題の研究代表者・研究分
担者が主に参加して実施された研究会において、同氏から、ドイツ語圏やフランス語圏から見た
日本憲法研究に関する関心などについて話を聞いている（2017 年度）。その他、日本で平和学な
どの研究を進める留学生（欧州、アジア）から、日本において研究をすることの意義に加え、日
本の平和学の特徴や出身国における日本への関心などの状況などについて話を聞く機会を設け
た（2021 年度）。さらに、近年、海外において長期留学や研修に出かけた日本人の憲法研究者に
対し、留学・研修国（ドイツ、フランス）における日本憲法研究の状況や、発信すべき情報に関
する情報提供を受ける機会を設けた（2017 年度、2021 年度）。以上の面談調査については、本研
究課題の研究代表者や研究分担者（の一部）が参加して実施された。 
 
（３）研究報告・講演のための研究会等の実施 
 本研究活動では、上記（２）の活動に加えて、ゲストの研究者による研究報告会を複数回実施
している。 
2017 年度には、計量的な手法を用いながら日本国憲法と他国の諸憲法の比較研究を行ってい

る政治学研究者をゲストに迎え、研究報告会を実施した。 
2018 年度には、アイルランドやエストニアの公法研究者をゲストに迎えた研究報告会を実施

した。さらに、研究分担者（岡田）が当時所属していた白鴎大学で開催された、グローバル化の
中の比較憲法の課題について検討する講演会では、ゲスト講演の後、研究代表者・研究分担者が
パネリストとなり、ゲストとの間で意見交換を実施している。その講演録と研究代表者・研究分
担者によるコメントは、『白鴎大学法政策研究所年報』12号（2019 年）に掲載されている。 
2019 年度には、すでに事前に面会その他を通じて交流を重ねてきた、フランス在住のフラン

ス人の日本政治研究者を日本に招聘し、本研究課題に関する２回の研究講演会を開催した（うち
１回は、他の科研費プロジェクトが招聘した別の外国人研究者２名の研究講演とともに、共同研
究会の形式で実施された）。本研究課題の科研費で招聘した研究者の２回の講演内容は、広島大
学内の紀要『広島法科大学院論集』17 号（2021 年）に掲載されている。これらには、本研究課
題の研究代表者・研究分担者の他、本研究課題に関心を持つその他複数の研究者の参加があった。 
以上の他、本研究課題に基づいて開催した研究会において、本研究課題に取り組む研究分担者

による研究報告を実施することにより、研究代表者・研究分担者間における問題意識の共有を図
ることも行っている（たとえば、2017 年度、2021 年度）。 

 

（４）研究成果の報告・公開 
 本研究課題では、日本憲法研究を海外に向けて発信すること自体が、研究の目的にもなってい



た。そこで、本研究課題の研究代表者や研究分担者が、日本憲法研究の特徴などについて英語そ
の他の外国語によって紹介、検討をする論稿を複数刊行した（「主な論文発表等」欄の 2018 年、
2019 年分や「図書」欄の 2021 年分を参照）。また、同じく、本研究課題の研究代表者や研究分
担者が、日本国内への発信として、日本憲法学に関する諸問題について比較憲法のアプローチを
用いて検討しながら日本憲法研究の寄与可能性もさぐる諸論稿を発表している（これについて
「主な論文発表等」欄の本研究期間全体を参照）。 
 
４．研究成果 
 
（１）研究の主な成果 
 本研究課題の研究を実施したことによる主な成果は、次の通りである。 
 なによりも示したいのは、日本憲法研究の寄与の仕方をめぐる従前の議論に比べた場合の、新
たな発見である。従前の日本における憲法の国際比較研究では、各国間の共通部分や相違点を見
出しながら、とりわけ日本自体の諸外国との間の特異性をあぶりだす作業が多く見られたよう
に思われる。そうしたなかで、日本における憲法運用や憲法学説を外国へ発信する場合には、日
本に固有の運用や議論について重きをおいた発信を心がけることこそ、各国やあるいはグロー
バル立憲主義の形成における寄与の度合いが高まるのではないか、といったことが意識されて
きたといえるかもしれない。 
しかし、上記のフランス人の日本政治研究者による研究講演などを通じて得られたこととし

て挙げておきたいのは、様々な事象に関する、国を超えた共通性が意外に多いという点である。
そうしたなかで、日本憲法がグローバルな立憲主義の形成において寄与すべき点は、日本におけ
る特殊な事象のみならず、世界各国にとって、より共通的に問題や課題となっていることへの解
決策などの提示でもあることがわかった（このことに関連して、「主な論文発表等」内に示され
ている、上述の外国人研究者の講演録『広島法科大学院論集』17号（2021 年）を特に参照）。 
他方、日本をめぐる様々な研究については、言語上の問題があるのか、世界的に公開されてい

る論文等が少ないことも問題となっている。また、外国における日本研究に関する事情（日本研
究を実施する研究機関の状況や日本研究者の育成の仕方）なども、日本研究―特に日本の法・政
治研究など―の推進を図るうえでの様々な障壁ともなっているようである。国によっては、日本
に関する法・政治研究は、法学・政治学分野よりも日本学の領域で実施される場合も多い。そう
したこともあるのか、日本に関する日本憲法研究は、諸外国の法学研究領域で、それほどまでの
大きな影響を与えてはいないのが、やはり実情のようである。他方で、諸外国における日本研究
の場では、実証的な研究に基づく理由付けではなく、いまだに日本の伝統的な神秘主義や精神論
が語られる場面もあることも聞く。現在のヨーロッパにおける日本研究サークルでは、そうした
ことからの脱却などが大きなテーマとなっているようであり、日本から適格な情報の提供があ
ることが益々重要となっている。こうしたことを知り得たのも本研究課題の成果の一部である。 
 
（２）得られた成果の国内外における位置づけとインパクト 
そうしたなかで、日本憲法等に関する実証的研究を、英語その他の外国語によって発信するこ

と自体に、今もなお固有の意味があることが、これまで以上に判明したといってよい。そして、
本研究課題に基づく研究自体もまた、国内外の研究に対して、積極的な役割を果たしていること
が判る場面も見られたことは特筆される。 
たとえば、「主な発表論文等」内に記載している、本研究課題の研究分担者（横大道）による

英語の研究論文「Constitutional Stability in japan not due to popular approval」（2019 年）は、日本の
立憲主義の特徴を的確に海外に発信したものとして注目されるが、他の英語論文（Tsebelis, G. 
(2022). Constitutional Rigidity Matters: A Veto Players Approach. British Journal of Political Science, 
52(1), 280-299. doi:10.1017/S0007123420000411）においてリファーされていることを挙げておき
たい。こうした現象は、日本憲法研究そのものが、日本という地域研究の枠を超えた、グローバ
ルな社会科学研究のひとつの材料として認識されるようになってきている証左ともいえる。 
 本研究課題は、今後世界的に発信が求められる日本憲法学に対しても大きなインパクトがあ
ったといえるが、さらに加えて、本研究課題に基づいて発表された外国語の論文などが、海外に
おける日本憲法学への関心の拡大をさらに進展させる契機ともなっている部分も見られること
から、国外でも一定のインパクトがあったことが認められる。 
 
（３）今後の展望 
 本研究課題では、アジアにおける日本憲法研究の影響なども検証することを予定していたが、
その部分がやや少なめになったともいえるかもしれない。本研究テーマは、広く地球規模（グロ
ーバル）での、日本憲法研究の理論その他の部分における寄与可能性を追究していたこともあり、
そうした部分の検証をさらに引き続き行っていくことが課題となる。 
また、本研究課題を通じて、憲法学という枠組みに限らず、国際的な日本研究という枠組みと

のコラボなどが求められている気配も感じることができた。今後、こうした研究課題を発展的に
実施していくにあたって、憲法学を超えた国際日本研究の視点から得られる見地を踏まえて、日
本憲法研究のさらなるグローバルな寄与可能性を考えていきたいと思う。 
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